
坂戸市市制施行５０周年記念 冠事業 取扱要領  

 

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 （ 以 下

「 冠 事 業 」 と い う 。 ） の 取 扱 い に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

とする。  

（定義）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、 「 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 」

と は 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 事 業 で あ る 旨 を そ の 事 業 の 名

称 に 冠 し て 行 う 事 業 で 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １

日までの期間に実施されるも のをい う。  

（冠事業の承認）  

第 ３ 条  冠 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 こ の 要 領 の 定 め る と こ ろ

に よ り 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 又 は 市 の

関 係 機 関 が 主 催 又 は 共 催 す る 冠 事 業 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な

い。  

２  前 項 の 承 認 （ 以 下 「 冠 事 業 の 承 認 」 と い う 。 ） は 、 坂 戸 市 市 制

施 行 ５ ０ 周 年 記 念 の 趣 旨 に 合 致 し た 事 業 に 対 し て 行 う も の と す る 。

た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 冠 事 業 の 承 認 を

行わない。  

(1) 市の信用又は品位を傷つ け、又 は傷つけるおそれがある場合  

(2) 法令又は公序良俗に反し 、又は 反するおそれがある場合  

(3) 特定の政治活動及び宗教 活動に 使用しようとする場合  

(4） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年

法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 法 第 ２ 条 第

６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な

関係を有するものの利益にな り、又 はなるおそれのある 場合  

(5） 冠 表 示 に 伴 い 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク （ 以 下

「 ロ ゴ マ ー ク 」 と い う 。 ） を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 坂 戸 市 市

制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 す る 要 領 及 び ロ ゴ マ

ーク使用ガイドラインを遵守 しない おそれのある場合  

(6) 前各号に掲げるほか、市 長が適 当でないと認める場合  

（承認手続）  



第 ４ 条  冠 事 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０

周 年 記 念 冠 事 業 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 、 市 長 に 申 請 し

なければならない。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け 、 冠 事 業 の 承 認 の 可 否 を

決 定 し た と き は 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 承 認 （ 不 承

認 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る

ものとする。  

３  市 長 は 、 冠 事 業 の 承 認 に 当 た り 、 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き

る。  

（電子手続による特例）  

第 ５ 条  こ の 要 領 の 規 定 に よ り 作 成 す る こ と と さ れ て い る 書 類 に つ

い て は 、 当 該 書 類 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子

的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で

き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理

の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） の 作 成 を も っ て 、 当 該 書 類 の 作 成

に 代 え る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 電 磁 的 記 録 は 、

当該書類とみなす。  

（承認内容の変更）  

第 ６ 条  冠 事 業 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 冠 事 業 実 施 者 」 と い う 。 ）

が 、 承 認 を 受 け た 事 業 の 内 容 を 変 更 し 、 又 は 中 止 し よ う と す る と

き は 、 速 や か に 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 内 容 変 更 承 認

申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 。 以 下 「 変 更 申 請 書 」 と い う 。 ） を 市 長 に 提

出しなければならない。  

２  市 長 は 、 変 更 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 可 否 を 決 定 し 、

坂 戸 市 市 制 施行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 変 更 承 認 （ 不承 認 ） 通 知 書 (様

式第４号 )により通知するものとす る。  

（承認内容の取消し）  

第 ７ 条  市 長 は 、 冠 事 業 の 承 認 を し た 事 業 が 第 ３ 条 第 ２ 項 に 掲 げ る

要 件 に 該 当 し な い と き 、 そ の 他 冠 事 業 と し て 適 当 で な い と 認 め る

ときは、冠事業の承認を取り 消すこ とができる。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 取 消 し を 行 っ た 場 合 は 、 坂 戸 市 市 制 施

行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 承 認 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 当 該

取消しを受けた者へ通知する ものと する。  



３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 冠 事 業 の 承 認 の 取 消 し に よ り 冠 事 業 実 施 者

に 損 害 が 生 じ た 場 合 で あ っ て も 、 市 は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る 責 め

を負わない。  

（冠表示等の使用）  

第８条  冠事業実施者は、冠 事業の 名称を使用することができる 。  

２  冠 事 業 の 名 称 に 付 す 冠 称 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か と す る 。 た だ

し 、 事 業 の 名 称 か ら 坂 戸 市 で あ る こ と が 容 易 に 分 か る 場 合 に は 、

坂戸市の文字を省略すること ができ る。  

(1) 坂戸市市制施行５０周年  

(2) 坂戸市市制施行５０周年 記念  

(3) 坂戸市市制施行５０周年 記念事 業  

 （坂戸市市制施行５０周年 記念ロ ゴマークの使用）  

第 ９ 条  冠 事 業 実 施 者 は 、 市 が 別 に 定 め る 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年

記 念 ロ ゴ マ ー ク （ 以 下 「 ロ ゴ マ ー ク 」 と い う 。 ） を 使 用 す る こ と

ができる。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 冠 事 業 実 施 者 が ロ ゴ マ ー ク を 使 用 す る 場 合 は 、

坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 す る 要 領 及 び

使用ガイドラインの規定を遵 守しな ければならない。  

（報告）  

第 １ ０ 条  冠 事 業 の 承 認 を 受 け た 事 業 が 完 了 し た と き は 、 坂 戸 市 市

制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、 速

やかに市長に報告しなければ ならな い。  

（紛争の解決）  

第 １ １ 条  冠 事 業 実 施 者 は 、 冠 の 使 用 に 関 し て 第 三 者 と の 間 に 紛 争

が 生 じ た 場 合 は 、 自 己 の 責 任 に お い て 解 決 す る も の と し 、 市 は 損

害 賠 償 、 損 失 補 償 そ の 他 法 律 上 の 責 任 を 一 切 負 わ な い も の と す る 。  

（補則）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 冠 事 業 の 取 扱 い に 関 し 必

要な事項は、市長が別に定め る。  

附  則  

１  この要領は、令和８年２ 月１９ 日から施行する。  

２  こ の 要 領 は 、 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

第 ７ 条 第 ３ 項 及 び 第 １ １ 条 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 要 領 の 失 効 後



もなおその効力を有する。  


